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障
が
い
者
手
帳
を
交
付
し
ま
す

【
問
合
せ
・
申
込
み
】

　
福
祉
課 

障
が
い
福
祉
係

☎
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６
６
６
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身
体
障
害
者
手
帳

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ

き
、
視
覚
・
聴
覚
・
言
語
・
肢
体

不
自
由
・
内
部
機
能
な
ど
の
障
が

い
に
該
当
す
る
と
認
定
さ
れ
た
人

に
対
し
て
交
付
さ
れ
る
も
の
で
、

各
種
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
た

め
に
必
要
で
す
。
障
が
い
の
程
度

に
よ
り
１
～
６
級
ま
で
の
等
級
が

あ
り
ま
す
。

対
象
者

　
身
体
の
機
能
に
永
続
す
る
障
が

い
が
あ
り
、
身
体
障
害
者
障
害
程

度
等
級
表
に
該
当
す
る
人

申
請
に
必
要
な
も
の

・�

指
定
医
師
の
診
断
書
（
３
か
月

以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
）

※�

指
定
医
師
と
は
都
道
府
県
ま
た

は
政
令
市
の
指
定
を
受
け
た
医

師
で
す

・�

顔
写
真
２
枚
（
縦
４
㎝
×
横
３

㎝
、
１
年
以
内
に
撮
影
し
た
も

の
）

・
印
鑑

・�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）

の
わ
か
る
も
の

※�

代
理
人
が
窓
口
に
来
る
場
合
は

申
請
者
の
委
任
状
と
代
理
人
の

本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証

な
ど
）
も
ご
用
意
く
だ
さ
い

療
育
手
帳

　
知
的
障
が
い
児
・
者
が
各
種
福

祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
た
め
に
交

付
さ
れ
る
手
帳
で
す
。
Ａ
と
Ｂ
の

２
つ
の
等
級
が
あ
り
ま
す
。

対
象
者

　
児
童
相
談
所
か
知
的
障
害
者
更

生
相
談
所
で
、
知
的
障
が
い
で
あ

る
と
判
定
さ
れ
た
人

申
請
に
必
要
な
も
の

・�

顔
写
真
２
枚
（
縦
４
㎝
×
横
３

㎝
、
１
年
以
内
に
撮
影
し
た
も

の
）

・
印
鑑

※�

申
請
後
、
別
に
指
定
さ
れ
る
日

に
、
南
魚
沼
児
童
相
談
所
（
南

魚
沼
知
的
障
害
者
更
生
相
談

所
）
で
面
接
判
定
を
行
い
ま
す

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

　
精
神
疾
患
を
持
ち
一
定
の
障
が

い
の
状
態
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
た

人
に
交
付
さ
れ
る
も
の
で
、
各
種

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
た
め
に

必
要
で
す
。
障
が
い
の
程
度
に
よ

り
１
級
か
ら
３
級
ま
で
の
等
級
が

あ
り
ま
す
。

※�

手
帳
の
有
効
期
間
は
２
年
間
で

す

対
象
者

　
精
神
に
疾
患
が
あ
り
、
初
診
か

ら
６
か
月
以
上
経
過
し
て
い
る
人

で
、
精
神
障
が
い
の
た
め
長
期
に

わ
た
り
日
常
生
活
や
社
会
生
活
に

制
約
が
あ
る
人

※
知
的
障
が
い
は
含
ま
れ
ま
せ
ん

申
請
に
必
要
な
も
の

①�

顔
写
真
１
枚
（
縦
４
㎝
×
横
３

㎝
、
１
年
以
内
に
撮
影
し
た
も

の
）

②
印
鑑

③�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）

の
わ
か
る
も
の

④
次
の
い
ず
れ
か

・��

年
金
証
書
か
振
込
通
知
書
（
精

神
障
が
い
に
よ
る
障
害
年
金
を

受
給
し
て
い
る
人
）

・��

診
断
書
（
精
神
障
が
い
に
よ
る

障
害
年
金
を
受
給
し
て
い
な
い

人
）

※�
代
理
人
が
窓
口
に
来
る
場
合
は

申
請
者
の
委
任
状
と
代
理
人
の

本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証

な
ど
）
も
ご
用
意
く
だ
さ
い

共
通
事
項

受
付
窓
口

　

福
祉
課　
障
が
い
福
祉
係
、
大

和
・
塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー

※�

診
断
書
の
用
紙
な
ど
は
受
付
窓

口
に
あ
り
ま
す

　
市
で
は
、
要
介
護
４
以
上
の
高

齢
者
を
在
宅
で
介
護
し
て
い
る
家

族
に
、
年
に
１
回
手
当
を
支
給
し

て
い
ま
す
。

　
対
象
と
思
わ
れ
る
世
帯
に
、
10

月
に
申
請
書
を
郵
送
し
ま
し
た
。

期
限
内
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
対
象
と
な
る
人
で
、
申
請
書
が

届
か
な
い
場
合
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

対
象

（
次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
人
）

・�

要
介
護
４
以
上
の
認
定
を
受
け

た
65
歳
以
上
の
人
を
、
１
月
１

日
～
12
月
31
日
の
間
に
、
連
続

し
て
３
か
月
以
上
、
在
宅
で
介

護
し
て
い
る
家
族

・�

被
介
護
者
に
特
別
障
が
い
者
手

当
、
福
祉
手
当
の
受
給
権
が
な

い
支
給
額　
３
０
，０
０
０
円

締
切
り　
12
月
28
日
㈪

申 

請
窓
口　
福
祉
課
、
大
和
・
塩

沢
市
民
セ
ン
タ
ー

　
あ
な
た
の
周
り
に
気
に
な
る
子

ど
も
・
家
庭
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

小
さ
な
困
り
ご
と
も
積
み
重
な
れ

ば
や
が
て
大
き
く
な
り
「
虐
待
」

に
発
展
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

た
と
え
親
は「
し
つ
け
の
つ
も
り
」

で
も
、
子
ど
も
の
心
や
体
が
傷
つ

く
行
為
や
言
動
は「
虐
待
」で
す
。

　
子
ど
も
や
子
育
て
の
困
り
ご
と

は
、
小
さ
な
う
ち
に
相
談
を
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
秘
密
は
厳
守

し
ま
す
。

※�

令
和
２
年
４
月
に
「
児
童
虐
待

防
止
対
策
の
強
化
を
図
る
た
め

の
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
、

親
権
者
が
子
ど
も
の
し
つ
け
と

し
て
体
罰
を
加
え
て
は
な
ら
な

い
と
定
め
ら
れ
ま
し
た

在
宅
要
介
護
高
齢
者
家
族
手

当
支
給
事
業

【
問
合
せ
・
申
込
み
】

　
福
祉
課 

高
齢
福
祉
係

☎
７
７
３
‐
６
６
６
７

11
月
は
児
童
虐
待
防
止
月
間

〜
あ
な
た
の
気
付
き
は
、
子

ど
も
の
希
望
〜

【
問
合
せ
・
相
談
】

　

 

子
育
て
支
援
課 

こ
ど
も
家

庭
支
援
班

☎
７
７
３
‐
６
８
２
２

　
南
魚
沼
児
童
相
談
所

☎
７
７
０
‐
２
４
０
０

　

 

児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ

ヤ
ル
（
夜
間
・
休
日
）

☎
１
８
９


